
 

船舶事故等調査報告書 

                                 平成２５年９月２６日 

                           運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１３神第８１号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２５年５月２２日 ２０時２５分ごろ（現地時刻） 

発生場所 バングラデシュ人民共和国チッタゴン港 

 （概位 北緯２２°１５.１′ 東経９１°４５.３′） 

事故等調査の経過  平成２５年６月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 油タンカー あかつき丸、２８,７４７トン 

   １４１４０２、旭タンカー株式会社、旭マリン株式会社（船舶

管理会社） 

Ｂ ばら積貨物船 ATRO
ア ト ロ

- 3
スリー

（ツバル籍）、２７,０１１トン 

   ９１１９９７１（ＩＭＯ番号）、ATRO-3 LTD. 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（フィリピン共和国籍）、免状不詳 

Ｂ 船長Ｂ（バングラデシュ人民共和国籍）、免状不詳 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に凹損 

Ｂ 右舷船首～中央部に擦過傷 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか２１人が乗り組み、チッタゴン港の錨地で左舷

錨を投下して錨鎖８節を伸出し、船首を約１７０°（真方位、以下同

じ。）に向けて錨泊中、船長Ａが、Ａ船の左舷船首方で錨泊中のＢ船

が走錨し、Ａ船に接近しているとの報告を乗組員から受け、機関準備

及び揚錨を指示した。 

 船長Ａは、左舷錨を巻き揚げれば、更にＢ船へ接近するので、左舷

錨の巻き揚げを諦め、主機を極微速力前進にかけて右舵一杯とし、右

回頭したが、潮流によって速力が得られず、Ｂ船が更に接近した。 

 船長Ａは、Ｂ船と平行になれば、Ｂ船が通過できると思って左舵を

取ったものの、Ｂ船の船首が右に振れてＡ船に接近したので、全速力

後進としたが、平成２５年５月２２日２０時２５分ごろ（現地時刻、

以下同じ。）Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷船首部とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂほか１９人が乗り組み、チッタゴン港の錨地で右舷

錨を投下して錨泊中、走錨した。 

 船長Ａは、２０時０５分ごろ、船長Ｂから、Ｂ船が走錨しているこ

と、及びＢ船の機関の用意ができていることをＶＨＦ無線電話によっ

て通報された。 

 船長Ａは、２０時１０分ごろＢ船に主機の準備状況を尋ねたが、返



 

答がなかった。 

 船長Ａは、２０時１３分ごろ、Ｂ船との距離が約９０ｍとなったの

で、昼間信号灯を使用してＢ船へ注意喚起を行った。 

 船長Ａは、２０時２０分ごろＢ船が右舷錨を巻き揚げているところ

を認めた。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 ４ 

海象：うねり波高 約０.５ｍ、潮流 北北西流約３ノット 

 その他の事項  Ａ船は、錨泊したとき、Ｂ船との距離が約１kmであった。 

 船長Ａは、Ｂ船が船首方位約１４０°で北西方へ走錨していること

を確認した。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ なし、Ｂ 不明 

Ａ 不明、Ｂ 不明 

 Ａ船は、チッタゴン港の錨地で錨泊中、船長Ａが、左舷船首方で錨

泊中のＢ船が走錨していることを知り、主機を使用してＢ船との衝突

を避ける操船を行っていたものの、Ｂ船の船首が右方に振られてＡ船

に接近し、両船が衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、チッタゴン港の錨地で錨泊中、走錨したことから、Ａ船と

衝突したものと考えられるが、Ｂ船から情報が十分に得られなかった

ため、Ｂ船の動静、Ｂ船の乗組員の行動等を明らかにすることはでき

なかった。 

原因  本事故は、夜間、チッタゴン港の錨地において、Ａ船及びＢ船が共

に錨泊中、Ｂ船が走錨したため、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船の走錨に気付いたときは、無線等を使用して他船に注意を促

し、更に接近する場合には汽笛を吹鳴すること。 

 ・自船の走錨に気付いたときは、速やかに機関準備を行い、走錨を

止めるなどの措置を講じること。 

 ・錨泊する際には、既に錨泊している船舶との離隔距離に注意する

こと。 

 


